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 第１章 共に支えあって暮らすために 
 

１ 啓発・広報 

現状と課題 

 

平成28年7⽉に神奈川県相模原市の障がい者⽀援施設において、元施設職員により多

数の施設入所者が殺傷されるという大変痛ましく許しがたい事件が発生しました。 

この事件により障がいや障がいのある⼈に対する誤った認識が広がるようなことは、決

してあってはなりません。また、これまで障がい者⽀援施設等では地域の⼈たちとの交流

や活動を通じて、地域とともに歩む取組を進めてきましたが、今回の事件で、障がいのあ

る⼈や施設が地域で孤⽴することもあってはなりません。そのためにも、障がいや障がい

のある⼈への正しい理解を持っていただくことが⼤切です。 

平成 28年４⽉に「障害者差別解消法」が施⾏されましたが、現在も障がいや障がいの

ある⼈に対する理解不⾜から、店舗への⼊店拒否や住宅を借りる際の⼊居拒否、就労にお

ける差別など、様々な分野において差別が⾒られます。 

⼤阪市では、市⺠が「⼈権が尊重されるまち」になったと実感できる、住んで良かった

と誇りを持って語れる「国際人権都市大阪」をめざし、「⼤阪市⼈権⾏政推進計画〜⼈権

ナビゲーション〜」を策定しています。その中で「人権教育・啓発」を「人権が尊重され

るまち」へ導くための原動⼒（エンジン）と位置づけ、継続的・総合的に推進しています。 

すべての市⺠は障がいの有無にかかわらず、基本的⼈権を持ったひとりの⼈として尊重

されなければなりません。障がいを理由として分け隔てられたり、排除されることなく、

相互に⼈格と個性を尊重しあいながら共に住⺠として地域で⽣活することができる社会

を実現するため、本計画の基本⽅針について市⺠の理解を深めるために今後とも積極的な

啓発・広報活動が必要です。 
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特に精神障がいのある人は、精神疾患によって日常生活活動がうまくいかないことや社

会参加が妨げられることもあり、精神障がいに対する理解が進まなかったことから、現在

も根強い差別と偏⾒の対象になっています。そのため、多くの精神障がいのある⼈が不安

を持つという状況もあります。精神障がいの原因となる精神疾患は誰もがかかる可能性の

ある「こころの病」であり、すべての人が自らの問題として正面から向き合い、正しい知

識を持ち理解を深め、精神障がいのある人が地域で安心して生活できる地域づくりに努め

ていく必要があります。 

学校等においても、障がいのあるこどもに対するいじめや人権侵害の事象について、早

期発⾒・早期対応に努めるなど、その解決のための取組が必要です。 

また、感染症や難病についての誤った知識により、差別や偏⾒が存在しているという事

実があり、正しい知識の普及・啓発をさらに推進していく必要があります。 

発達障がいについて、平成 23年の「障害者基本法」改正により、同法の対象として明

記されました。また、平成 28年８⽉には改正「発達障害者⽀援法」が施⾏され、発達障

がいのある人の支援は「社会的障壁」を除去するために取り組まなければならないことが

基本理念として明記されました。発達障がいは、特徴の現れ⽅が⼀⼈ひとり異なり、周囲

の理解を得にくいことから、今後も、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、

正しい理解と適切な⽀援を広めるための取組が必要です。 

「⾝体障害者補助⽝法」が施⾏されてから 10年以上が経過し、社会の理解は徐々に進

んでいますが、不特定多数の⽅が利⽤する⺠間施設においては未だに補助⽝の同伴拒否事

例があり、苦情相談が寄せられています。引き続き、補助⽝の施設等への受け⼊れが進む

よう、普及啓発が必要です。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆平成28年度⼤阪市障がい者等基礎調査結果から◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

○ 障がいを理由に不快（差別）や不便さを感じた場⾯【複数回答】（障がい者本人用調査票） 
 （上位10項目のみ掲載） 

 

様々な場面において、障がいを理由に不快（差別）や不便さを感じたと回答されており、障がい

や障がいのある⼈に対する理解の促進とともに、必要な配慮が求められています。 

 

 

○ 保育や教育で充実してほしいこと【複数回答】（障がい者本人用調査票） 

 
「障がいのある⼈に対する職員や⽣徒などの理解の促進」を回答された方が多くなっており、障

がいのある⼈に対する理解促進のための啓発活動が求められています。 
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○ 障がいを理由とした差別や偏⾒をなくすために必要と思うこと【⾃由記述】 

（障がい者本人用調査票） 

「学校等で障がいや障がい者に関する教育をする」、「小学校などで障がいのある子と接し、壁を

なくすこと。小さい時からの教育」、「障がいが特別なことではないと、一般の人にもっと広めるこ

と」などの意⾒があり、こどもの頃から理解の促進を図ることや、幅広く啓発・広報を⾏うことな

どが求められています。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

（ 課 題 ） 

① 啓発・広報の推進 

ア 啓発の充実 

イ 広報の充実 

② 人権教育・福祉教育の充実 

 

施策の方向性 

 

（１）啓発・広報の推進 

ア 啓発の充実 

・ 障がいのある人等が快適で安全に生活できるまちづくりをめざした「ひとにやさし

いまちづくり」の取組が効果的に発展していくよう、⺠間事業者の認識と理解を⾼

めるとともに、市⺠意識の⾼揚を図っていくための啓発を強化します。 

・ 「障がい者週間」（12月３⽇〜９⽇）を中⼼とした啓発活動においても、広く市⺠

の参加を求め関係者が協⼒し、より効果的な啓発となるよう内容の充実に努めます。 

・ 障がいを理由とする差別の現状や「障害者差別解消法」の趣旨を踏まえて、市⺠や

事業者が法制度及び障がいや障がいのある⼈に対する理解を深められるよう、関係

機関とも連携しながら、啓発活動に取り組みます。 
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・ 精神障がいのある⼈に対する誤解や偏⾒の解消のため、広報誌等の活⽤や精神障が

いのある当事者を交えての精神保健市⺠講座の開催など、様々な啓発活動に取り組

みます。 

・ 広く市⺠に難病に対する理解を得るため、各区保健福祉センターに啓発媒体を設置

するとともに、大阪市主催のイベント等の機会を活用し、パネル展示を実施するな

ど啓発に努めます。 

・ ＨＩＶ陽性者及びハンセン病回復者等感染症に対する偏⾒・差別を解消するために、

ホームページ・パンフレット等の充実を図り、市⺠への正しい知識の普及啓発に努

めます。また、各関係先への健康教育や研修の実施により、ＨＩＶ感染症に関する

理解の促進に努めます。 

・ 発達障がいに対する正しい理解の促進を図るため、「世界⾃閉症啓発デー」（４⽉２

日）、「発達障がい啓発週間」（４⽉２⽇〜８⽇）を中⼼に関係機関・団体と連携し、

一層の啓発に努めます。また、発達障がい者支援センター（エルムおおさか）にお

いても、啓発講座や親支援講座の開催、ホームページを通じた啓発など、様々な機

会をとらえ発達障がいについての情報提供や理解促進に努めます。 

・ 外⾒からはわからなくても援助や配慮を必要としていることを周りの⽅に知らせる

ことで、援助が得やすくなる「ヘルプマーク８」の普及を大阪府と連携して進めます。 

・ 市⺠や企業等を対象として様々な障がいの特性について理解する「あいサポーター」

を養成し、障がいのある⼈が困っている際にサポートを⾏う「あいサポート運動９」

の取組を進めます。 

・ 障がいのある人の地域での生活を支援する「障がいのある方のための各種マーク」

について、ホームページやパンフレット等を用いて一層の普及を図ります。 

                                                   
８ 義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としている方々が、周囲
の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう作成されたマークのことです。 
９ 様々な障がいの特性を理解し、障がいのある⼈に温かく接するとともに、障がいのある⼈が困っているときに「ちょっとし
た⼿助け」を⾏うことにより、誰もが暮らしやすい地域社会をつくっていく運動です。 
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・ 啓発事業の推進にあたっては、⼤阪市・区⼈権啓発推進協議会をはじめとする市⺠

団体や市⺠と協働して、取組を進めます。 

・ 補助犬の受け入れについて、ポスター、パンフレット、ステッカー等を活用し、関

係機関と連携をとりながら、普及啓発に努めます。 

・ 障がい者スポーツや⽂化活動の振興を通じて、障がいや障がいのある⼈への理解を

深めるよう取組を進めます。 

 

イ 広報の充実 

・ テレビ・ラジオや広報紙誌等のマスメディアを活用するなど、多様な機会の創出を

図り、障がいのある⼈に対する認識や理解の促進を図るための広報を⾏います。 

・ 様々な機会をとらえ、パンフレット等の作成やホームページ・ＳＮＳ等の活用によ

り、障がいのある⼈が関係する事業についての紹介を積極的に⾏います。 

 

（２）人権教育・福祉教育の充実 

・ 各学校園において、障がいのあるこどもに対するいじめ・虐待が発生しないよう、

障がいの理解をはじめ、周りのこどもとのより良い関係づくりを進めます。 

・ 障がいや障がいのある人に対する認識と理解をこどもの頃から深めるため、学校教

育においては、「大阪市教育振興基本計画」に基づき、施策や教育実践、研究の充実

を図ります。また、市⺠を対象とした各種講習会を幅広く開催し、⼈権教育・福祉

教育の充実に努めます。 

・ こどもの頃から「福祉のこころ」を育む事業として、小中学生地域福祉学習事業を
実施し、作成したリーフレットや福祉読本を教育現場において活⽤して福祉の⼤切

さを学ぶ機会を提供します。 
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２ 情報・コミュニケーション 

現状と課題 

 

「障害者基本法」の主旨を踏まえ、コミュニケーション・情報収集等の保障は、障がい

があることによりコミュニケーションが困難な人たちが、地域で生活するうえで重要なこ

とであり、自己選択・自己決定を推進する観点からも、障がいの状況や特性に応じた支援

が必要です。 

平成28年度には「全国⼿話⾔語市区⻑会１０」が設⽴されるなど、⼿話⾔語条例等を制

定する動きが全国に拡大しています。 

大阪市では、平成28年１⽉に施⾏した「⼤阪市こころを結ぶ⼿話⾔語条例」に基づき、

平成 29年３⽉に「⼤阪市⼿話に関する施策の推進⽅針」を策定しており、⼿話が⾔語で

あるという認識に基づき、⼿話を必要とするすべての⼈が⼿話を通じて容易に必要な情報

を取得し、十分なコミュニケーションを図ることのできる社会の実現が求められています。 

障がいを理由とする差別の解消のため、⼤阪市においても職員対応要領に沿って、障が

いのある⼈が求める配慮に対し適切に対応できるよう、引き続き、全庁的な取組を推進し

ていかなければなりません。 

  

                                                   
１０ ⼿話⾔語条例等の制定を全国に拡⼤するための取組を進めるとともに、各自治体における手話に関する施策展開の情報交
換等を⾏うため「全国⼿話⾔語市区⻑会」が設⽴されました。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆平成28年度⼤阪市障がい者等基礎調査結果から◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

○ 福祉に関する情報の入手源【複数回答】（障がい者本人用調査票） 
（上位10項目のみ掲載） 

 
 
「家族や親族」「区役所・保健福祉センターの職員」等のほか、「テレビ・ラジオ・新聞など」「イ

ンターネット」を回答された方も多数おられ、様々な手段で情報を発信していく必要があります。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

（ 課 題 ） 

① わかりやすい情報発信とコミュニケーション支援の充実 

ア 多様な情報提供 

イ コミュニケーション・情報収集に関する支援の充実 

ウ 情報バリアフリーの推進 
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施策の方向性 

 

（１）わかりやすい情報発信とコミュニケーション支援の充実 

ア 多様な情報提供 

・ 障がいのある⼈が利⽤できる施策・サービスの情報や地域での⽣活に必要な情報に

ついて、障がいの状況や特性に応じて、わかりやすく活用しやすい形で提供します。 

・ 障がいがあることにより情報を入手することが困難な人について、対象者の状況及

びニーズ並びに障がいの特性に応じて、⾳声読み上げソフト、⾳声認識翻訳ソフト、

タブレット端末を用いた遠隔手話通訳及びインターネット等、様々なＩＣＴ１１を活

用し、それぞれの障がいに適した情報提供を進めます。また、ルビやイラストなど

を用いたわかりやすい表現手法の活用など、それぞれの障がいに適した情報提供を

進めます。 

・ ＩＣＴを活用した授業づくりを進めていく中で、障がいのあるこどもへの支援のあ

り方についてさらに研究を進めます。 

 

イ コミュニケーション・情報収集に関する支援の充実 

・ コミュニケーション・情報収集の保障は地域で生活するうえで重要であり、自己選

択・⾃⼰決定を推進する観点からも、障がいのある⼈が障がいの特性に応じた適切

な情報の取得やコミュニケーションのための⼿段の選択が⾏える環境の整備に努め

ます。 

・ 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支

障がある人に、手話通訳者・要約筆記者の派遣、点訳や音声訳等による支援などを

⾏い、⼿話、要約筆記、点字、対⾯朗読、録⾳図書などの普及や市⺠の理解の促進、

さらには関係機関との連絡調整に努めます。 

                                                   
１１ Informaition and Communication Technologyの略。コンピューターやインターネットなどの情報通信技術のことです。 
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・ 「⼤阪市こころを結ぶ⼿話⾔語条例」や「⼤阪市⼿話に関する施策の推進⽅針」の

趣旨を踏まえて、⼿話が⾔語であるという認識に基づき、⼿話への理解の促進及び

手話の普及、手話による情報取得、手話による意思疎通の支援、手話を必要とする

人への相談支援に関する施策を推進するとともに、これらが大阪市の施策全体に広

がるよう、各所属がしっかりと連携して手話に関する施策の推進に取り組みます。 

・ また、大阪府と連携し、視覚と聴覚の重複障がいのある人に対応した触手話、指点

字等のコミュニケーション⼿段の保障や理解の促進に努めるとともに、各分野で⾏

われている講習会を支援し、人材の養成・確保に努めます。 

 

ウ 情報バリアフリーの推進 

・ 障がいのある⼈が情報通信機器を利⽤できる環境や利⽤技術を習得する機会の制約

から新たな情報格差が生じることのないよう、また、ＩＣＴの活用により社会参加

がより一層促進されるよう、情報バリアフリーの推進に努めます。 


